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論　　説

　抄　録　本稿は，民法改正後における職務発明の相当利益請求権（以下「相当利益請求権」という。）
の消滅時効を巡る従前の議論からの変化を検討する。従前，商事時効により５年が適用されるとする
説と，一般債権同様，10年とする学説が存在した。しかし，この論点は，民法改正により，変化が生
じている。また，民法166条１項１号が導入されたので，職務発明規程における主観的起算点の適用
の有無もまた，問題となる。
　そこで，従前の問題点と，改正後の論点を概観し，典型的な職務発明取扱規程を例に，相当利益請
求権の消滅時効の起算点を検討する。

栗 原 佑 介＊
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1 ．	はじめに

特許法35条４項の職務発明における相当利益
請求権（以下「相当利益請求権」という。）に
関する論点は，事後的追加的対価請求ができる
ことを前提（最判平成15年４月22日，民集57巻
４号477頁）として，数多くの論点が残されて
おり，利益請求権の消滅時効の起算点と時効期

間に関してはその１つである1）。
さらに，議論の状況は平成29年法律第44号（以

下「改正民法」という。）によって，消滅時効
の見直しがなされたことにより異なる局面を迎
えた。改正後民法166条１項は，同項２号に同
様の規定を設け，同項１号が新設され，「債権は，
次に掲げる場合には，時効によって消滅する。
１．債権者が権利を行使することができること
を知った時から五年間行使しないとき。２．権
利を行使することができる時から十年間行使し
ないとき。」となった。したがって，従来から
の相当利益請求権の消滅時効を巡る議論も形を
変えてさらに問題となり得る。従来は，相当利
益請求権を法定債権と解したうえで，商事債権
となり得る場合は５年とする少数説があったも
のの，裁判例や多数説は民事債権として，10年
と解していた。実務においても，その前提であっ
たと思われる。
しかし，わが国の特許出願がほぼ法人出願で

あり，かつ，職務発明規程を多くの企業が有し，
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就業規則や労働協約など一括して承諾したうえ
で雇用契約を締結することが，特に研究開発部
門の従業者においては一般的である。この状況
では，職務発明取扱規程に「相当な利益」の具
体的内容が明記されていれば，民法166条１項
１号が原則的に適用されるため，従業者が相当
利益請求権を行使できることを知った時から５
年となる場合が多くなる。ただし，一定の基準
で確定額が明らかになる条項の場合に主観的起
算点が問題となることから，職務発明取扱規程
の内容が，同号の適用の有無を左右する。
さらに，相当利益請求権の内実は，使用者は，

「相当な利益」として，従業者に対して賃金上
のインセンティブを与える場合や退職金の上乗
せもあり得る総合的な内容が含まれている。こ
れに関連する点として，退職金請求権を除く，
賃金請求権の消滅時効も改正によって，２年か
ら３年（労働基準法115条，143条３項）となっ
ている。
以上の問題意識から，従前の議論を整理し，
改めて相当利益請求権による消滅時効の議論が
改正民法下において，どのように解釈され，職
務発明規程に見られる規定の消滅時効（特に民
法166条１項１号の適用条件）について検討し，
課題とその解決策を検討する。

2 ．		相当利益請求権の消滅時効を巡る
従来の議論

大きく分けると，Ⅰ消滅時効の客観的起算点
の問題，Ⅱ法律上の障害の可否，Ⅲ消滅時効期
間の論点があった。
Ⅰ消滅時効の客観的起算点については，原則
として取得時（以下，特に明示しない限り，使
用者等に特許権を「承継」（特許法35条４項）
させる場合を含む。）とされる。そして，契約
等に特段の定めがなく，その他相当利益請求権
の行使を妨げる特段の事情がない限り，消滅時
効はその時から進行する２）。契約・勤務規則等

に，使用者が従業者に対して支払うべき対価の
支払時期に関する条項がある場合には，その支
払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅
時効の起算点となる（ただし，判例は，時効期
間に関しては明確な判断を示していない。）３）。
Ⅱ法律上の障害の可否について，特許権発生
時に支払うとする登録補償条項，特許権発生後
の実施状況やライセンス収入に応じて支払うと
する実績補償条項などが就業規則等に盛り込ま
れるような，対価の支払時期がある場合は，法
律上の障害に該当する４）。
Ⅲ消滅時効期間の論点は，相当利益請求権の
法的性質を法定債権と考え，改正前民法166条
１項の規律を受け，権利を行使することができ
る時から10年の適用を受けるとされる見解が裁
判例，多数説であった。
改正の関係では，論点Ⅰ及びⅡは大きな影響
を受けていないので，以下論点Ⅲを詳述する。
改正前民法166条１項により10年と解する説

（以下「10年説」という。）は多数説５）かつ実務
であるといえ，多くの裁判例がある６）。とりわ
け，ラベルライター事件７）知財高裁は，相当利
益請求権は，特許法35条４項によって認められ
た法定債権であるから，権利を行使することが
できる時から10年の経過によって消滅すると判
示した。また，同事件では，一審被告が旧商法
522条により５年の商事消滅時効にかかると主
張していたが，知財高裁は，使用者と従業者間
の衡平を図る見地から，従業者に対し契約や勤
務規則等の定めた金額にとらわれない「相当」
の相当利益請求権を付与したといえ，営利性を
考慮すべき債権ではないから，商行為によって
生じたもの又はこれに準ずるものと解すること
はできないとして，明示的に商事消滅時効の適
用を否定した。
他方において，前述の裁判例において一審被
告が主張したように，旧商法522条の商事消滅
時効により５年と解する説（以下「５年説」と
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いう。）は，約定債権と解し，従業者が固有の
商人（商法４条１項）又は擬制商人（同条２項）
であるときに商事消滅時効の５年にかかると解
している８）。
以上を，島並教授は，10年説を制度アプロー
チ（利益請求権の根拠を特許法が特別の制度（規
定）を置いていることに求める理論枠組み），
５年説を契約アプローチ（利益請求権の根拠を
まず，財貨移動の発生原因を当事者の意思に求
める理論枠組み）による帰結であると整理する。
つまり，前者は法定債権であるが，後者は約定
債権であり，消滅時効は旧商法522条により５
年又は賃金請求権として３年間（労働基準法
115条，143条３項）が適用されることになる９）。
しかし，島並教授は，10年説と５年説の折衷
的な見解を採っている。つまり，「相当の利益」
（特許法35条４項）は，合意利益（当初の合意
によって支払われる部分）と追加利益（同項が
求める相当な利益から合意利益の差額部分）に
区別でき，合意利益は約定債権である一方で，
追加利益は制度アプローチにより，法定債権説
が妥当である。その理由として，商事消滅時効
の（当時の）趣旨は，反復継続性のある商取引
における法律関係の早期安定の要請と，商人に
よる権利行使の懈怠への非難にあるが，追加利
益請求については，反復継続されない個別性を
有し，人材流動性に乏しい日本社会の現状に鑑
みると従業者から使用者への非適時権利行使は
必ずしも非難できないことから，短期消滅時効
を適用させる前提を欠くことになる10）。
なお，10年説，５年説以外に，賃金請求権が
２年であることに鑑み，２年を基準にする説が
ある。確定された特許権の経済的価値に基づき
相当利益額を算定すべき必要性と長期間にわた
り相当利益請求権が存続することの不合理性か
ら相当利益請求権の消滅時効を２年とし，請求
された時点から最後の２年分を除き消滅時効に
かかるものとする11）。

3 ．	改正民法における消滅時効

では，以上の議論が改正法によってどのよう
に変化したのか，前提として改正民法における
消滅時効の在り方を概観する。

3．1　商事消滅時効の特例の廃止

立法担当者の解説によると，「旧商法522条は，
商行為によって生じた債権の消滅時効期間につ
き，早期決済を可能にする趣旨から，一般の消
滅時効期間10年の特則として，５年と定めてい
た。しかしながら，例えば，銀行の貸付債権に
は商事消滅時効である５年が適用されるが，商
人でない信用金庫の貸付債権には民法の消滅時
効である10年が適用されるなど，商事消滅時効
については，民法の時効とどちらが適用される
のか判断が容易でない事案が少なくなく，この
点が争われることも多かった」12）ことから，改
正前民法170条から174条までの職業別の短期消
滅時効の特例とともに廃止となった。

3．2　主観的起算点の導入

立法担当者の解説によると，上記の職業別短
期消滅時効，商事消滅時効の廃止に伴い，例え
ば，改正前民法173条１号により２年とされた
生産者や卸売商人の売買代金債権の時効期間が
10年に大きく伸長されることになるが，これに
対しては，領収書の保存費用など弁済の証拠保
存のための費用や負担が増加するとの懸念があ
り，また，旧商法が５年としていた商行為債権
も安定的な運用がされており，改正の影響を抑
える必要があることから，５年程度に短くする
ことが必要と考えられた。
これらの問題状況を踏まえ，主観的起算点か
らの消滅時効を新たに新設（民法166条１項１
号）することで，権利行使が可能であることを
容易に知ることができない債権については，債
権者の知らないうちに時効期間が進行する問題
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を避けつつ，その余の債権についての消滅時効
を短くすることができると考えられている13）。

3．3　主観的起算点の意義

立法担当者の解説によると，「債権者が知っ
た時」から消滅時効が進行することにしたのは，
債権者が権利行使することができることを知っ
たのであれば，債権者がその権利を実際に行使
すべきことが期待できるためであるとされ，主
観的認識の内容としては，そのような趣旨から，
権利発生原因についての認識のほか，権利行使
の相手方である債務者を認識することが必要で
ある。
そして，「権利を行使することができる」状
態でなければ時効期間は進行しないことから，
①権利行使を期待されてもやむを得ない程度に
権利の発生原因等を認識して債権者が「権利を
行使することができることを知った」といえる
こと，②「権利を行使することができる」こと
の双方が満たされることが必要である14）。

4 ．		消滅時効の起算点と相当利益請求
権の特殊性

２で前述した従来の議論は，３で述べた商事
消滅時効の廃止に鑑みれば，５年説の理論的な
根拠は失われたとみるべきであろう。確かに，
これは，相当利益請求権が商事債権となり得る
かという観点からの理論上の対立だけであれ
ば，改正民法下においては，実益のある議論で
はなくなったといえる（２年説も，賃金請求権
は，将来的には５年となることから，基本的に
は同様である。）。
しかし，約定債権か法定債権かという論点は
残る。もっとも，債権の性質は改正民法下にお
いて大きな影響はないであろう。消滅時効の客
観的起算点との関係では，法定債権は原則とし
て，期限の定めのない債権であり，債権発生時，
つまり特許法35条４項の文言からは発明完成時

点から10年となる。約定債権と解しても，支払
時期の明記がないことは稀であるが，支払時期
がなければ結果として法定債権と同様になる。
そして，支払時期が明示されている場合でも，
客観的起算点は，その時点から10年となる。従
前は商事消滅時効の適用の可能性があったが，
民法166条１項によって規律を受けることに変
わりはなくなった。
ただ，そうであれば，特許法の枠組み以外の
観点からの分析も必要となる。５年説の理由は，
①大企業に顕著に見られるように多数の国際出
願もあり，賃金管理以上に大量性，複雑性を呈
していること（商事性の観点からの迅速，早期
決済の必要性），②発明者は通常，終身雇用制
の従業者であり，その利益を享受し，労使間の
人的継続的な信頼関係が重視されること（労働
法制の観点），③従業者である発明者は自己が
所属する事業部に関する自社製品及び他社製品
における実施の状況等を比較的容易に知り得る
立場になることが挙げられる15）。
確かに，他方で，①の理由は，現状でも妥当

性があり，商事消滅時効の存在意義そのもので
ある。しかし，終身雇用制ではない場合②の理
由は妥当ではないし，消滅時効との関係では，
追加利益の発生について当然に知り得る立場と
は限らず，③の理由は根拠に乏しい。
とはいえ，②労働法制の観点からは賃金・退

職金請求権は，改正を伴っても基本的には客観
的起算点から５年となっているのに対し，特許
法35条４項の相当利益請求権は10年の消滅時効
にかかる点を踏まえると，理論的には，賃金に
上乗せするような条項とし，実際には支払わな
いでいれば，消滅時効は５年（現行法であれば
３年）の短期消滅時効にかかることになる。そ
うすると，発明者のインセンティブ保護の趣旨
からは離れる。また，前述のとおり，商事消滅
時効の廃止と民法166条１項１号の導入は，地
続きの関係にある。
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そのため，改正民法下においては，法定債権
であれ，約定債権であれ，客観的起算点の議論
は，従前の議論がそのまま当てはまるが，主観
的起算点によって定まる民法166条１項１号に
ついては，「知った時」とする起算点について，
これまで約定債権と解する見解と同様に，前述
した島並教授のいう合意利益と追加利益を区別
して検討する必要がある。
ただし，以下の「追加利益」の用語は，ライ
センス収入の増加などにより，事後的に追加し
て支払うべき相当な利益に限定される語弊を生
みかねない。合意対価が，相当な利益に不足す
る場合があるため，特許法35条７項の趣旨を踏
まえ，以下「不足利益」の用語を用いる。

5 ．		改正民法下における相当利益請求
権の消滅時効

5．1　先行研究

改正民法と相当利益請求権の関係を言及する
文献は少ない。高林教授は，「消滅時効に関す
る限りにおいては改正前の相当対価請求権と変
わらない」としつつも，「従業者が行使できる
ことを知るという主観的要件を充足した場合に
はその時から５年で消滅することとなったので
注意を要する」と述べている16）。また，職務創
作意匠につき，青木准教授は，相当利益請求権
が法定債権であれば，民法166条１項の規律を
受けることになると述べている17）。

5．2　相当利益請求権と主観的起算点

先行文献及び前述した改正民法の立法担当者
の解説を踏まえ，利益請求権の民法166条１項
１号の適用を検討する。
客観的起算点が問題となった事例であるが，

職務発明による支給規定があっても，一義的に
明確な支払時期の定めのないときは，登録日を
起算日とする裁判例がある18）。この裁判例につ

いては，職務発明規程に出願時，登録時，実施
時など分割して対価を支払う制度を持つ企業に
おいては，却って不利になることが指摘されて
いた19）。
改正前民法下における，客観的な起算点とし
ては妥当だが，登録日が当然に「知った時」と
解することの妥当性が問題となる。特許公報発
行日前に個別に従業者に対し，登録された旨の
通知をした場合は，その通知の到達日から起算
される。具体的には，原則として特許査定（特
許法51条）から一定の納付期限内（同法108条
１項）に特許料を納付（同法107条１項）しな
ければ特許権は設定されない（同法66条２項）
ため，使用者側は，通常，これらの事務を取扱
う特定の部署（法務部や知的財産部）が，発明
者に個別に通知をする事務フローを確立させる
ことで，現実に発明者に相当利益請求権の発生
を「知った」状態にできる。
しかし，それ以外は，特許の場合，出願又は
登録についてはおよそ個別に知る可能性はほぼ
なく，登録日とみなすことには疑義がある。で
は，第三者と同様，設定登録後の特許公報（特
許法68条３項）による場合が考えられる。この
場合，「知った時」は，権利の発生原因等を認
識している必要があるが，特許公報は，権利発
生原因を認識できる契機である。そのため，原
則として，この特許公報を知り得る状況になっ
た日が最も遅い「知った日」と解することもで
きるが，「知った時」が現実に知ったことを要し，
知り得るべき場合ではないという解釈による
と，これが認められないであろう（例外として
は，従業者の固有の事情により特許公報発行日
に当該特許が登録された旨を知り得る状況に
あったことを使用者側で証明する場合が考えら
れる。）。
次に，特許登録が相当利益請求権の発生の条
件となっている場合以外，特許法35条の「職務
発明」は特許の対象となり得る発明を指すに過
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ぎず，特許要件など無効事由を有する発明を除
外していない。そのため，結果として登録でき
ない職務発明についても，理論的には相当利益
請求権の対象とされている。
したがって，出願日から１年６月を経過して
当該発明を知り得る公開特許公報が，主観的起
算点との関係でどのように影響するか，問題と
なるが，このような場合，相当利益請求権があ
る程度具体化されていることが前提となる。例
えば，仮専用実施権（特許法34条の２），仮通
常実施権（同法34条の３）などのライセンス価
値が事前に評価できるものを除けば，消滅時効
の起算点の問題ではなく，相当利益請求権の性
質によって異なる。

5．3　	相当利益請求権の分類と主観的起算
点の関係

そこで，相当利益請求権をより分析的に見る
必要がある。
この点，渋谷教授は，相当利益請求権を（a）
利益額が算定される前に存在している抽象的な
相当利益請求権，（b）相当な利益額が算定され
たことにより発生する具体的対価請求権，（c）
従業者に対して相当な利益の額に不足する金額
が最終的に支払われたときに発生する相当利益
不足額請求権の３つに分け，それぞれの請求権
によって異なることを指摘する20）。
この分類は，前述の島並教授の合意利益が（b）

②に，追加利益が（c）③に対応しているとい
える。これを前提として，職務発明規程の実際
を踏まえると，以下のことがいえる。

（1）（a）抽象的な相当利益請求権について
まず，（a）抽象的な相当利益請求権について
は，一切職務発明の対価としての利益を与えな
い場合に問題となるため，検討する実益に乏し
い。実際には，出願時，登録時，ライセンス時
において，支払われるからである。ただ，仮に

このような状況がある場合，使用者と従業者間
の衡平を図るという相当利益請求権の見地か
ら，民法166条１項１号の適用については，出
願時などから起算するのではなく，最も遅い特
許公報の公表時点から進行すると解するべきで
ある。出願しない場合も理論上はあり得るが，
この場合は，少なくとも主観的起算点は，従業
者において，職務発明が何らかの形で実施され
ることを知った以外は，「知った時」とは言え
ないと解するべきである。

（2）	（b）具体的対価請求権及び（c）相当利
益不足額請求権について

次に，（b）具体的対価請求権及び（c）相当
利益不足額請求権の考え方は，実際の職務発明
規程を分析する上で，有用である。比較的スタ
ンダードな内容の職務発明規程として，東京都
知的財産総合センター「中小企業経営者のため
の職務発明制度改正対応の手引（概要）」（2016
年９月）21）を前提にする。同手引では，平成27
年改正により，特許法35条３項により，使用者
に特許を受ける権利を原始帰属できることとさ
れたことから，これを推奨している。
また，「（中小企業用）職務発明規程」（以下「本
規程」という。）では，同３条１項により，発
明者に発明届の作成を義務付ける。したがって，
発明届出の作成日の時点が，発明者である従業
者が，権利発生原因である発明をした認識を
持ったといえる。権利行使の相手方は，通常は，
明らかであり，発明届のあて先であるから，こ
の時点で，抽象的な利益請求権は発生したこと
を「知った時」といえる。
したがって3．3で前述した①権利行使を期待
されてもやむを得ない程度に権利の発生原因等
を認識して債権者が「権利を行使することがで
きることを知った」といえる。
②「権利を行使することができる」かどうか
は，職務発明規程の内容による。職務発明規程
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に相当の利益に関する合意が全くない場合，特
許法35条７項により，使用者が権利を取得した
時から請求が可能になる22）。この場合，具体的
な約定はないため，支払時期などの法律上の障
害がなく，利益請求権の発生と同時に，「権利
を行使することができる」事態になる。
しかし，本規程７条１項では，出願時及び登

録時の一時金を支払う条項（ただし，日本又は
外国における最初の出願時及び登録時に限る。）
となっている。職務発明規程に明示されていれ
ば，出願時や登録日時は，明確であり，かつ，
特段の事情がない限り，双方の合意によるため，
各時点が「知った時」となり，この点は争いが
発生しないと考えられる。
これらは，相当利益の前払い的な位置づけで

あるが，問題は，本規程７条２項のような追加
的付与を行う場合である。実施許諾等により，
「顕著な対価を得たとき」などとのみ記載し，
同条３項には，「別途従業員と協議して定める」
とだけ定めると，手続的にも，「顕著」の意義
が明らかではない。
仮に，計算しやすく，通常の実施による利益

を超える独占による超過利益額を基礎にして，
発明者の貢献度を３％（過去の裁判例を参考と
して１～５％の範囲内）と算出するのであれば，
一義的に算出できるが，そもそも発明者が，ラ
イセンス契約の内容だけでなく，締結自体知る
ことは通常ではない。
したがって，顕著な対価を得たときに協議に

よって不足利益を算出するような規定の場合，
使用者側から協議を持ち掛けない限り，主観的
起算点は進行しないと解すべきである。そして，
客観的起算点は「顕著」な追加的利益がいつの
時点で生じたかに依拠するため，契約条項など
によって個別解釈に委ねられることになるが，
協議中に民法166条１項の期間を経過した後に，
協議不調により訴訟に至った場合，その内容に
よるが，使用者側は消滅時効の援用が信義則違

反となる可能性にも留意する必要がある23）。
なお，一般的ではないが，消滅時効を意識し
て，ライセンス契約時に発明者に通知すること
もあり得る。この場合でも結局「顕著」である
かが不明のままとなる。また，秘匿化した職務
発明にも利益請求権は発生するため，職務発明
規程にも条項を設けるが（本規程10条），営業
秘密としてライセンス契約をする場合は，社内
でも厳格に管理され，もはや現実的ではない。
以上からすると，不足利益の相当利益請求権
に関して，主観的起算点が問題となるケースは
例外的であることがわかる。結果として，原則
として，民法166条１項２号による10年の消滅
時効にかかることになる。

6 ．	私　　見

私見では，相当利益請求権は，使用者と従業
者間の衡平を図る制度として後見的に作用する
特許法35条４項によって発生する法定債権であ
るが，それは，補助的に作用し，原則は，私的
自治の原則から，当事者間の合意を前提とする
ものと考える。
つまり，契約・就業規則等によって有効に成
立した合意利益は，約定債権であり，それが特
許法の相当の利益相当，あるいはそれ以上であ
る場合は，もともと特許法に基づく相当利益請
求権は発生しない。
実際に，出願時，登録時といった確定期限の
到来によって支払う職務発明規程の性質は，当
事者間の合意に基づく契約である。数次の補正
を経るなどして長期間登録までに時間がかかる
ケースでは，登録時の支払は，見方によっては
使用者側に期限の利益が与えられているが，こ
れは，契約による合意であることによって正当
化されているに過ぎない。
この場合，賃金の上乗せであれば，３年の消
滅時効，ライセンス収入に応じた実績補償など
の退職金上乗せであれば退職金請求権として５
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年の消滅時効にかかり，それ以外であれば，契
約・就業規則等の内容は知っていることを前提
としているから，法律上の障害が存在しない時
が「知った時」（民法166条１項１号）となり，
その時点から５年の消滅時効にかかる。賃金の
場合，現状，短期消滅時効ではあるが，賃金の
支払については労働法上の制約が使用者に与え
られており，従業者にとって不利とは言えない。
他方，総額として職務発明の価値に見合う利
益が支払われていない場合，特許法に基づいて，
契約をオーバーライドする形で，不足利益部分
の利益請求権が発生する。この発生時点は，従
業者に相当対価の額に不足する金額が最終的に
支払われた時点において発生する。そして，法
定債権であり，民法166条１項の規律に服する
ため，「知った時」とは，支払われた対価が最
終のものであると当該従業者が知った時又は知
り得た時から進行すると解する24）。この見解は
改正前民法下における渋谷教授の見解である
が，渋谷教授は，不足利益の発生は従業者にとっ
て不明である点は，不法行為において加害者が
損害の発生または加害者を知らずにいる状態と
類似するとしていた（民法724条１号）。
しかし，現在では，民法166項１項１号が新
設されたので，民法724条１号を類推する必要
はなく，民法166条１項１号の解釈としてその
まま当てはまると考えられる。
なお，本論では検討しなかったが，公務員が
職務発明をした場合にも，「従業者等」として，
特許法の規律は及ぶため，会計法30条後段（国
に対する権利で，金銭の給付を目的とする場合
は５年の消滅時効にかかる旨の規定）との関係
でも問題となる。判例では，「五年の消滅時効
期間の定めは，右のような行政上の便宜を考慮
する必要がある金銭債権であって他に時効期間
につき特別の規定のないものについて適用され
るものと解すべき」とし，国に対する安全配慮
義務違反に基づく損害賠償請求権は，「国が，

公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公
務員の生命，健康等を侵害して損害を受けた公
務員に対し損害賠償の義務を負う事態は，その
発生が偶発的であって多発するものとはいえな
い」として，その消滅時効期間を改正前民法
167条により10年としている25）。５年説の実質
的根拠である特許管理の大量性，複雑性が行政
上の便宜となれば，会計法30条が適用されるが，
省庁単位，地方自治体単位での特許出願数はさ
ほど多くない現状から，特許管理の複雑性の観
点から行政上の便宜を考慮する必要はないと判
断されれば，上記判例の射程が及ぶものと考え
られる26）。

7 ．	おわりに

以上から，今後の実務的な議論は，賃金に上
乗せしない場合，民法166条１項の規定に服す
ることを前提に，職務発明規程をどのように設
計していくかということになる。また，これま
での５年説の実質的理由を実現するためには平
成16年改正の際にも起きた，短期消滅時効の立
法論も検討する必要がある27）。
使用者の立場からすれば，不足利益の相当利
益請求権の行使がないよう，実績補償だけでな
く，ライセンス収入の発生など追加的な利益を
職務発明が生む場合に，一定時期又は一定条件
（例えば，ライセンス収入を得るごとに，発明
者貢献率１％を支払うなど）をもとに支払うよ
う職務発明規程を見直す方が，将来的に金銭を
負担するリスクを回避できる。
従業者の立場からすると，不足利益の相当利
益請求権でも，民法166条１項１号により「知っ
た」とされ５年とされるものと10年とされるも
のが混在することになり，一見不利なように思
えるが，従業者が不足利益の相当利益請求権を
「知った時」といえる状況は稀であり，しかも，
これまでの５年説の根拠がなくなっている状況
においては，発明者保護に手厚くなったといえ
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る。また，上記のように職務発明規程による相
当利益の支払が確実性を増せば，従業者はより発
明の価値に応じた支払いを得ることができる28）。
このような結論によれば，５年説が論拠とし
ていた企業活動において長すぎる10年の消滅時
効は，本来，発明者である従業者に還元すべき
不足利益を放置していた使用者側の一種の制裁
として機能し得る。
特許法の目的は，発明を保護することで産業
を発展させるためである（特許法１条）。職務
発明においては，使用者に発明への投資のイン
センティブを与える必要性があるが，他方で，
労使間において交渉力の弱い従業者の発明意欲
を削ぐことのないように使用者に有利な取決め
を是正させる必要もあり，双方の要請のバラン
スから特許法35条を設けている29）のであるか
ら，消滅時効の在り方も，この点から解釈され
るべきであるし，また，制度論としてもそれを
目指すべきである30）。
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法説に立ったうえで，在職中の請求が困難であ
ることなどの事情からすれば，「退職者の対価請
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 24） 渋谷・前掲注８）pp.345 -346
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 29） 田村善之＝津幡笑，季刊労働法，No.213，pp.63
～64（2006）

 30） 本稿は，（公財）みずほ学術振興財団第62回懸賞
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0203論説.indd   1620203論説.indd   162 2022/02/01   10:04:432022/02/01   10:04:43

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。




